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校   種 設置校数（割合） 

幼 稚 園 （全１５園） １１園（７３.３%） 

小 学 校（全１６４校） １６４校（１００％） 

中 学 校 （全７３校） ５８校（７９.５％） 

総合支援学校 （全８校） ８校（１００％） 

合   計 ２４１校・園 

京都市には，「地域の子どもは地域で育てる」という明治期の番組小学校以来の 
伝統・理念が息づいています。そして，その精神は学校運営協議会にも受け継がれ， 
教職員や保護者，地域の方々から， 

・子どもたちの学びと育ちの機会や場が増えた！ 

・地域と子ども・保護者の新たな交流ができた！ 

・「地域の子ども」という意識が高まった！ 

・学校で気付けない子どもたちの良さに触れた！ 

など，様々な声を聞くことができます。 
 これからも先人の思いを大切に，学校運営協議会を 
核にして，学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを育む「地域とともにある
学校」づくりをさらに進めていきましょう！ 

（平成３０年３月３１日時点） 
※平成３０年度に御所東小学校及び義務教育学校（６校）が設置予定 

↑『３校学校運営連絡協議会（山科区の勧修中，勧修小，小野小による小中合同の学校運営協議会）』による学力分析の様子

京都市では，「義務教育９年間の明確な教育
目標・系統的なカリキュラム・継続性のある
指導体制」のもと，中学校区ごとの状況に応
じた小中一貫教育を進めています。同時に，
子どもたちの学びと育ちを，小学校・中学校
という学校種を超えた保護者・地域の方々と
ともに支えていくため，小中学校合同の学校
運営協議会をはじめ，学校運営協議会の小中
連携を進めています。 



特色ある取組を紹介します！ 

あなたの学校でも実践してみませんか？
４校の校章を入れて 

一体感をアップしてます！ 

小・中学校の「あいさつ運動」

を盛り上げるため，小中共通の 

「のぼり」を作り，大好評です！ 

・毎月開催する理事会の前に、授業を参観させてもらっています。 

・大学の先生に委員になっていただき，理事会後に研修会を開催して皆で研鑚しています。 

・多くの地域の方に参画していただけるように，理事の任期などを独自に設定しています。 

・保護者や地域の方が使う部屋に，全ての取組の様子の分かる写真を常時掲示しています。 

・人材バンクの部会があり，必要なときに「地域の先生」として学校に来ていただいています。 

・保護者の目に留まりやすいように，学校運営協議会だよりを学校だよりと一体にして発行しています。

・学校図書館の利用の仕方を分かりやすく子どもたちに伝えるビデオを，企画推進部会で作成しました。

学校運営協議会主催の 

「九条弘道小学校 子ども

を 語 る 会 」 を 開 催 ！

学 校 評 価 で 明 ら か に

なった課題をテーマに

取り上げました。 

授業で子どもたちが安全マップを作り，

改善策を学校運営協議会の理事の方々に

発表しました。 

子どもたちの説明を受け，学校運営協議会

と自治連合会で協議をして，昨年は危険

個所に防犯カメラを設置しました！

２９年度のテーマは 

「『会話』で育む九条弘道っ子」 



ここが評価されました！ 

西陣の町に根付く伝統産業・伝統文化を

活かした専門性の高い学びを学習に取り

入れ，地域全体で子どもたちの成長を支え

て地域を創生する「地域学校協働活動」に

つなげています。 

確かな学力向上委員会 地 域 学 習 委 員 会

ボランティア活動委員会

西陣中央小学校（上京区） 
学校運営協議会理事会〈希望２１Ｆｕｔｕｒｅプラン〉

安 全 活 動 委 員 会読 書 活 動 委 員 会

体 育 活 動 委 員 会

↓
夏
休
み
土
曜
学
習

「
親
子
メ
ダ
カ
教
室
」

（
確
か
な
学
力
向
上
委
員
会
）

工夫のポイント 保護者，地域の方だけでなく，どの企画推進委員会にもＰＴＡ本部・教職員

が関わり，授業，学校行事，部活等のあらゆる教育活動と連動する取組を展開しています。 

学校と地域の方が事前に相談して充実した学習内容にしています。当日も地域の方が講師として活躍しています！
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29.10.17 総合教育センター

これからの社会を生きていく子どもたちが身に付けるべき力に 

ついて「熟議」をしていますか？ 取組を継続することだけが目的

となっているときは，学校・家庭・地域で「こんな子どもたちを

育てたい」「こんな世の中にしたい」という思いを，原点に立ち

返って共有しましょう。時には思いを持って大胆に変えることも

必要かもしれません。「地域とともにある学校」づくりのため，

「当事者」として学校運営協議会で「熟議」をしましょう！ 

※新たに学校運営協議会の運用に関する「説明会」を実施します。詳細は追って学校を通じてお知らせします。  



京都市教育委員会事務局 生涯学習部 学校地域協働推進担当 
〒604-8064 京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町549 

電話：075-251-0456  FAX：075-251-0449 

http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000038884.html 

「コミュニティ・スクール通信＠京都 ２０１８」平成３０年４月発行 

京都市では，市民からの提言をもとに，子どもたちの健やかな育ちのために

大人としてどう行動すべきかを示した「京都はぐくみ憲章（子どもを共にはぐくむ 

京都市民憲章）」を制定（平成１９年２月５日）しました。「京都はぐくみ憲章」の

理念のもと，子どもを笑顔で温かく見守り，地域や社会の宝として大切に育む

「はぐくみ文化」を広げていきましょう！


